
国民年金だより№175

高齢者・保険課　国保年金係　☎72-2101（内線324）

岡谷年金事務所　　☎23-3661

あなたも国民年金を増やしませんか？

条　件

保険料の納付状況がわからないとき

～さらに受け取る年金額が増える付加年金の納付もおすすめです！～

申し込み

保険料の納付方法

国民年金から老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算した期間が10年以上必

要です。また、満額受け取るためには、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めていなければなりません。

やむをえない事情により60歳に達しても老齢基礎年金の受給資格期間10年が満たせなかった方や年金を満額に近づ

けたい方のために、国民年金には、ご本人の申し出により60歳から65歳になるまでの5年間、保険料を納めることが

できる 「任意加入制度」があります。

「年金を受けるための受給資格期間が足りない！」「老齢基礎年金を満額に近づけたい！」 という60歳以上の方には、任

意加入への申し込みをおすすめします。

次のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

□✓日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方

□✓老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

□✓20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年（480月）未満の方

□✓任意加入時に厚生年金保険に加入していない方

上記のほか、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。

毎月の保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金とあわせて付加年金を受け取れます。付

加年金額（年額）は、「付加保険料納付月数×200円」 となります。

●60歳から65歳になるまで付加保険料を納めた場合

・5年間の付加保険料納付額（総額）…24,000円（60月×400円）

・付加年金の受給額（年額）……………12,000円（60月×200円）

※65歳から国民年金を受け取り始めて2年で、付加保険料の合計額に見合う付加年金額を受け取ることができます。

※付加保険料を納めたい方は、任意加入とセットでの申し込みをおすすめします。

■	毎年、誕生月に日本年金機構から送られてくる 「ねん

きん定期便」で確認

■ 「ねんきんネット」 で確認

➡詳しくは、広報ちの11月号をご覧ください。

■岡谷年金事務所や加入していた共済組合へ確認

場　	所　茅野市役所高齢者・保険課（1階7番窓口）または岡谷年金事務所

持ち物　①年金手帳または基礎年金番号通知書　②預金通帳　③金融機関届出印

国民年金の保険料は、月額16,590円（令和4年度）です。

手続きした月の分から保険料を納めることができます。

納付方法は原則、口座振替になります。また、保険料の

前払いにより割引される前納制度もあります。
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特定健診を受けると、いいことあるの？

今年度は忙しくて、健診を受けられそうにないけど、どうすればいいの？

ダメージの状態がわかると、どうしたらいいか教えてもらえるの？

はい。血管が長年ダメージを受け続けると、脳卒中や心臓病、腎臓病などの重篤な病気になりやすいことが

わかっています。自覚症状は全くないので、どの程度ダメージを受けているのかを知ることができます。

車は定期的に点検をして故障しないようにしています。体も同じです。

令和5年度の受診票を5月上旬に郵送しますので、早めに健診を受けて、健康でいてください。

※特定健診を受けた方は、国保のドック受診の補助金を受けることはできませんので、ご注意ください。

はい。保健師や管理栄養士が、結果の説明をしながら、体の中で何が起こっているのかのイメージを教えてくれます。

お医者さんを定期受診している方も、いつもの検査項目以外の検査も受けることができます。
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国保だより
No.541

問い合わせ

健康づくり推進課（茅野市健康管理センター内）

☎82-0105

受けて良かった！特定健診

年に1回は健康診断を受けて、安心を手に入れたいですね。

特定健診に関するQ&A

～集団健診開催中です～

国保特定健診集団日程

今年度の健康診断を受けていない方に、ハガキを10月にお送りしました。申し込みはお済みですか。

40歳～74歳で国保に加入している方は、健診料9,000円のところ自己負担なしで健康診断が受

けられます。お医者さんを定期受診している方も対象です。

今年度受けることのできる日が残り少なくなっています。今年度まだ健康診断を受けていない方は、

今すぐ健康管理センターに予約のお電話を！

日　程　　1月11日㈬、1月24日㈫

時　間　　【午前の部】8時45分～11時　　　【午後の部】13時30分～14時30分
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